
社会福祉法人花輪ふくし会 定款

社会福祉法人花輪ふくし会定款

第 1 章 総則

(目的)

第 1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊

重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心

身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営むこと

ができるよう必要な福祉サービスの提供、地域生活支援及び就労支援を行うことを目的として 、次

の社会福祉事業を行う。

(1)第一種社会福祉事業

(イ) 障害児入所施設の経営

(ロ) 障害者支援施設の経営

(ハ) 養護老人ホームの経営

(二) 特別養護老人ホームの経営

(ホ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の経営

(2)第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人介護支援センターの経営

(ハ) 老人短期入所事業の経営

(ニ) 老人居宅介護等事業の経営

(ホ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス

事業の経営

(ヘ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業の経

営

(ト) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業の経

営

(チ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援セン

ターの経営

(リ) 障害児通所支援事業の経営

(ヌ) 障害児相談支援事業の経営

(ル) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(名称)

第 2 条 この法人は、社会福祉法人花輪ふくし会という。
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(経営の原則等)

第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正

に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向

上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、経済的に困窮する者等を支援する

ため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第 4 条 この法人の事務所を秋田県鹿角市花輪字案内 63 番地 1 に置く。

第 2 章 評議員

(評議員の定数)

第 5 条 この法人に評議員７名を置く。

（評議員の選任及び解任）

第 6 条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会

において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事 1 名、事務局員 2 名、外部委員 2 名の合計 5 名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細

則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した

理由を、委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員

の 1 名以上が出席し、かつ、外部委員の 1 名以上が賛成することを要する。

（評議員の任期）

第 7 条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会

の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期

の満了する時までとすることができる。

（評議員の報酬等）

第 8 条 評議員に対して、各年度の総額が 1,500,000 円を超えない範囲で、評議員会において別に定め

る報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第 3 章 評議員会
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（構成）

第 9 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

（権限）

第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。

1 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任

2 理事及び監事の報酬等の額

3 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

4 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認

5 定款の変更

6 残余財産の処分

7 基本財産の処分

8 社会福祉充実計画の承認

9 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第 11 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催す

る。

（招集）

第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集す

る。

2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請

求することができる。

（決議）

第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3

分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

（1）監事の解任

（2）定款の変更

（3）その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければ

ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛

成を得た候補者の中から得票数の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるも

のに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議が

あったものとみなす。
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（議事録）

第 14 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名は、これに記名押印する。

第 4 章 役員及び会計監査人並びに職員

（役員の定数及び会計監査人の設置）

第 15 条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 ６名

(2) 監事 ２名

2 理事のうち１名を、理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち 1 名を常務理事とする。

4 前項の常務理事をもって同法第 45 条の 16 第 2 項第 2 号の業務執行理事とする。

5 この法人に会計監査人を置く。

（役員及び会計監査人の選任）

第 16 条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）

第 17 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常

務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況

を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第 18 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調

査をすることができる。

（会計監査人の職務及び権限）

第 19 条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資金収支

計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を

作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計

に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
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(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記

録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

（役員及び会計監査人の任期）

第 20 条 理事又は監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができ

る。

3 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の

終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任さ

れたものとみなす。

（役員及び会計監査人の解任）

第 21 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することがで

きる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき

(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解

任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評

議員会に報告するものとする。

（役員及び会計監査人の報酬等）

第 22 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において

別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

（職員）

第 23 条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、

選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第 5 章 理事会

（構成）
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第 24 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）

第 25 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長

が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

（招集）

第 26 条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）

第 27 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の

全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述

べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第 28 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 資産及び会計

（資産の区分）

第 29 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の三種とする。

2 基本財産は、別表第 1 に掲げる財産をもって構成する。

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第 37 条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第 2 項に掲げるため、必要な手続をとらなけ

ればならない。

（基本財産の処分）

第 30 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、秋

田県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、秋田県知事の承認は必要と

しない。

（1）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
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（2）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整

備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資

金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保

に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

（3）社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を

担保に提供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届

け出た場合。なお当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとす

る。

（資産の管理）

第 31 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証

券に換えて、保管する。

（事業計画及び収支予算）

第 32 条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理

事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲

覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第 33 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、

監事の監査を受け、かつ、第 3 号から第 6 号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、

理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）

(5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評

議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第 2 条の 39 に定める要件に該当しな

い場合には、第 1 号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受け

なければならない。

3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、

定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 会計監査報告

(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
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(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(5) 事業の概要等を記載した書類

（会計年度）

第 34 条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。

（会計処理の基準）

第 35 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定

める経理規程により処理する。

（臨機の措置）

第 36 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき

は、理事総数の 3 分の 2 以上の同意がなければならない。

第 7 章 公益を目的とする事業

（種別）

第 37 条 この法人は、社会福祉法第 26 条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自

立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業

を行う。

(1) 居宅介護支援事業

(2) 訪問入浴介護事業

（3）特定旅客自動車運送事業

（4）介護職員初任者研修事業

（5）グループリビング事業

（6）地域包括支援センターの設置及び受託経営

（7）介護福祉士実務者研修事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得なければならな

い。

(収益の処分)

第 38 条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事

業（社会福祉法施行令（昭和 33 年政令第 185 号）第 13 条及び平成 14 年厚生労働省告示第 283 号に

掲げるものに限る。）に充てるものとする。

第 8 章 解散

（解散）

第 39 条 この法人は、法第 46 条第 1 項第 1 号及び第 3 号から第 6 号までの解散事由により解散する。
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（残余財産の帰属）

第 40 条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得

て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに

帰属する。

第 9 章 定款の変更

（定款の変更）

第 41 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、秋田県知事の認可（法第 45 条

の 36 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を秋田県知事に届け

出なければならない。

第 10 章 公告の方法その他

（公告の方法）

第 42 条 この法人の公告は、社会福祉法人花輪ふくし会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は

電子公告に掲載して行う。

（施行細則）

第 43 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定

款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長 阿 部 新

理 事 児 玉 政 吉

同 高 橋 忠

同 小笠原 省 吾

同 関 東 一

同 尾 形 謙 次

同 関 絢 子

同 松 井 太 禅

同 吉 田 俊 道

同 鵜 浦 有 紀

監 事 土 館 市 蔵

同 沢 口 大 教

同 木 村 久
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附 則（平成 28 年 11 月 28 日議決）

１ この定款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。（平成 29 年 1 月 11 日認可 指令館福環-3116）

附 則（平成 29 年 8 月 29 日議決）

１ この定款は、平成 29 年 10 月 5 日から施行する。(平成 29 年 10 月 5 日認可 指令館福環-2368)

附 則（平成 29 年 11 月 28 日議決）

１ この定款は、平成 29 年 12 月 20 日から施行する。(平成 29 年 12 月 20 日認可 指令館福環-3108)

附 則（平成 30 年 9 月 12 日議決）

１ この定款は、平成 30 年 11 月 8 日から施行する。(平成 30 年 11 月 8 日認可 指令館福環-2626)

附 則（令和元年 6 月 25 日議決）

１ この定款は、令和元年 7 月 10 日から施行する。(令和元年 7 月 10 日認可 指令館福環-1321)

附 則（令和 2 年 6 月 19 日議決）

１ この定款は、令和 2 年 6 月 26 日から施行する。(令和 2 年 6 月 26 日認可 指令館福環-1048)

附 則（令和 4 年 6 月 24 日議決）

１ この定款は、令和 4 年 7 月 8 日から施行する。(令和 4 年 7 月 8 日認可 指令館福環-1206)

附 則（令和 5 年 1 月 23 日議決）

１ この定款は、令和 5 年 2 月 8 日から施行する。(令和 5 年 2 月 8 日認可 指令館福環-3229)

附 則（令和 6 年 12 月 13 日議決）

１ この定款は、令和 7 年 1 月 6 日から施行する。(令和 7 年 1 月 6 日認可 指令館福環-2796)

附 則（令和 8 年 12 月 9 日議決）

１ この定款は、令和 8 年 1 月 6 日から施行する。(令和 8 年 1 月 6 日認可 指令館福環-2995)
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別表第 1

基本財産表

建物の部

所 在 構 造 棟数 面積(㎡) 用 途

秋田県鹿角市花輪字案 鉄骨造陸屋根平家建 1 2,441.62 障害者支援施設東山学園管

内 58 番地 8 理棟及び居住棟

コンクリートブロック 1 14.02 ポンプ室

造陸屋根平家建

軽量鉄骨造亜鉛メッキ 1 1 階 倉庫

鋼板葺 2 階建 59.54

2 階

59.54

（119.08）

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 1 52.50 プレイルーム

葺平家建

(2,627.22)

秋田県鹿角市花輪字案 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 210.33 福祉型障害児入所施設東山

内 67 番地 1、69 番地 1 き平家建 学園管理棟（すばる）

木造合金メッキ鋼板ぶ 1 196.25 福祉型障害児入所施設東山

き平家建 学園入所棟Ａ（らぽーる）

木造合金メッキ鋼板ぶ 1 196.25 福祉型障害児入所施設東山

き平家建 学園入所棟Ｂ（いんくる）

秋田県鹿角市花輪字案 鉄骨造陸屋根平家建 1 299.99 東山学園地域交流ホーム

内 63 番地 1

秋田県鹿角市花輪字案 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 1 498.94 東山学園体育施設

内 63 番地 1 葺平家建

秋田県鹿角市花輪字案 鉄骨造コンクリート屋 1 1 階 養護老人ホーム和光園本体

内 90 番地 1 根 2 階建 2,166.51 棟

秋田県鹿角市花輪字古 2 階

0031定款 41 2026/01/06



館 27 番地 1、28 番地 1 1,548.69

(3,715.20)

鉄骨造合金メッキ鋼板 1 132.00 車庫

ぶき平家建

秋田県鹿角市花輪字古 鉄筋コンクリート造亜 1 2,693.06 特別養護老人ホーム東恵園

館 4 番地 1、1 番地 1、2 鉛メッキ鋼板葺平家建 管理棟、居住棟及びデイサ

番地 2、2 番地 2 先 ービス施設並びショートス

秋田県鹿角市花輪字案 テイ居室並び鹿角市介護支

内 96 番地、97 番地 1、 援センター

98 番地 1

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 1 28.12 機械室

葺平家建

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 1 41.58 車庫

葺平家建

木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 19.87 物置

平家建

(2,782.63)

秋田県鹿角郡小坂町小 鉄筋コンクリート造陸 1 2,878.83 障害者支援施設あすなろ管

坂字仁吾平 16 番地、17 屋根平家建 理棟及び居住棟並びショー

番地 1、127 番地 トステイ居室

秋田県鹿角郡小坂町 鉄筋コンクリート造 1 1,204.56 障害者支援施設更望園管理

小坂字大石平 45 番地、陸屋根平家建 棟及び居住棟

44 番地、46 番地 2、48

番地、51 番地 木造亜鉛メッキ鋼板 1 39.74 物置

葺平家建

(1,244.30)

秋田県鹿角郡小坂町小 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 1 370.35 更望園体育施設

坂字大石平 51 番地 葺平家建

秋田県鹿角市十和田毛 鉄筋コンクリート・鉄 1 2,185.61 障害者支援施設鹿角苑管理

馬内字古舘 2 番地 1 骨造陸屋根平家建 棟及び居住棟

鉄筋コンクリート造陸 1 42.00 ポンプ室

屋根平家建
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木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 119.24 作業所・車庫

平家建

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 1 152.43 車庫

葺平家建

(2,499.28)

秋田県鹿角郡小坂町荒 鉄骨造陸屋根平家建 1 393.53 鹿角苑体育施設

谷字野月 27 番地 1

秋田県鹿角市十和田毛 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 鹿角苑作業自立訓練棟

馬内字古舘 2 番地 1 2 階建 198.74

2 階

198.74

(397.48)

秋田県鹿角市十和田錦 木造銅板葺 2 階建 1 1 階 グループホーム『けふの郷』

木字下野添 20 番地 3 220.39 （共同生活援助施設）

2 階

206.78

(427.17)

秋田県鹿角市十和田錦 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 1 1 階 就労センター悠遊工房工場

木字下野添 9 番地 葺 2 階建 769.45 ・倉庫

2 階

67.89

(837.34)

秋田県鹿角郡小坂町小 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 129.18 こさかわいわいセンター『み

坂鉱山字栗平 23 番地 き平家建 んなのお店』（障害者支援

1 施設）

秋田県鹿角郡小坂町小 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 168.93 こさかわいわいセンター『み

坂鉱山字栗平 23 番地 き平家建 んなの活動館』（障害者支

2 援施設）

秋田県鹿角郡小坂町小 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『一本杉住

坂鉱山字古館 8 番地 8 2 階建 96.80 宅』（共同生活援助施設）

2 階

77.62
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(174.42)

秋田県鹿角市花輪字 鉄筋コンクリート造 1 1,073.45 東恵園地域生活支援センタ

古館 4 番地 1、5 番地 陸屋根平家建 ー本体棟（デイサービスセ

1、22 番地 1、24 番地 3、 ンター）

24 番地 3 先 鉄骨造合金メッキ鋼 1 113.65 車庫

板ぶき平家建

秋田県鹿角郡小坂町小 木造陸屋根平家建 1 354.23 グループホーム『大空』（共

坂鉱山字栗平 23 番地 同生活援助施設）

1

秋田県鹿角郡小坂町小 木造陸屋根平家建 1 354.23 グループホーム『大地』（共

坂鉱山字栗平 23 番地 同生活援助施設）

1

秋田県鹿角郡小坂町小 木造陸屋根平家建 1 354.23 グループホーム『ふらっと』

坂鉱山字栗平 23 番地 （共同生活援助施設）

1

秋田県鹿角市十和田毛 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 314.67 グループホーム『ハンズ』

馬内字弁天崎 44 番地 き平家建 （共同生活援助施設）

5、44 番地 6、44 番地 18

秋田県鹿角市十和田毛 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 207.64 グループホーム『クローバ

馬内字弁天崎 44 番地 き平家建 ー』（共同生活援助施設）

16、44 番地 6、44 番

地 18

秋田県鹿角市十和田 軽量鉄骨造合金メッ 1 1,004.40 『かづの就労センター』（障

錦木字下野添 8 番地 キ鋼板ぶき平家建 害者支援施設）

4、8 番地 5

秋田県鹿角市十和田毛 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 220.91 多世代交流スペースどまっ

馬内字毛馬内 65 番地 き平家建 こ（集会所）

秋田県鹿角市十和田毛 土蔵造合金メッキ鋼板 1 106.09 生きがい就労拠点くらみせ

馬内字毛馬内 62 番地 ぶき平家建 （店舗）

1、65 番地

土蔵・木造合金メッキ 1 230.69 グループリビングけまない

鋼板ぶき平家建 （共同住宅）

秋田県鹿角市十和田毛 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 230.00 グループホーム『ＢＯＮ通

馬内字毛馬内 61 番地、き平家建 り』（共同生活援助施設）

62 番地 1

秋田県鹿角市十和田毛 鉄骨・鉄筋コンクリー 1 1 階 地域密着型介護老人福祉施

馬内字毛馬内 62 番地 ト造陸屋根 3 階建 126.80 設入所者生活介護事業所
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1、59 番地 1、65 番地 2 階 月山の郷

559.74

3 階

554.56

（1,241.10）

秋田県鹿角市花輪字上 土蔵造亜鉛メッキ鋼板 1 1 階 東恵園事業用倉庫

花輪 139 番地 1 葺 2 階建 39.66

2 階

39.66

(79.32)

土蔵・木造合金メッキ 1 73.05 生きがい就労拠点ぐりとる

鋼板ぶき平家建 （障害者支援施設）

秋田県鹿角市十和田 軽量鉄骨造合金メッ 1 330.47 『錦木ワークセンター』（障

錦木字下屋布 25 番地 キ鋼板ぶき平家建 害者支援施設）

2、21 番地 2

秋田県鹿角市十和田大 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 274.10 グループホーム『ふきのと

湯字前川原 37 番地 平家建 う』（共同生活援助施設）

秋田県鹿角市花輪字上 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 177.40 多世代交流スペースまちっ

花輪 139 番地 1 き平家建 こ（集会所）

秋田県鹿角市花輪字上 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 199.30 グループリビングやちだま

花輪 139 番地 1 き平家建 ち（共同住宅）

秋田県鹿角市花輪字新 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『ひかり』

田町 19 番地 2 階建 132.81 （共同生活援助施設）

2 階

71.21

(204.02)

秋田県鹿角市花輪字八 木造亜鉛メッキ鋼板・ 1 1 階 グループホーム『赤とんぼ』

正寺 104 番地 11 スレート葺 2 階建 108.06 （共同生活援助施設）

2 階

33.12

(141.18）

秋田県鹿角市十和田毛 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『ひこうき

馬内字下小路 54 番地 2 階建 186.70 雲』（共同生活援助施設）

2 2 階
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53.19

(239.89）

木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『ひこうき

2 階建 109.30 雲』（共同生活援助施設）

2 階 倉庫

99.37

(208.67）

秋田県鹿角市花輪字上 鉄骨造陸屋根 3 階建 1 1 階 小規模多機能型居宅介護事

花輪 139 番地 1 44.10 業所かみはなわ

2 階 障害児通所支援多機能型事

310.55 業所とぅいんくる

3 階

315.25

（669.90）

秋田県鹿角郡小坂町小 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『新町住宅』

坂字五十刈 11 番地 20 2 階建 166.24 （共同生活援助施設）

2 階

49.68

(215.92)

秋田県鹿角市花輪字合 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『あさひ』

ノ野 42 番地、43 番地 2 階建 160.39 （共同生活援助施設）

2 階

64.59

(224.98)

秋田県鹿角市十和田錦 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『あおぞら』

木字上川原 16 番地 1、 2 階建 154.02 （共同生活援助施設）

16 番地 2 2 階

98.54

(252.56)

秋田県鹿角市花輪字下 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『したまち』

タ町 112 番地 11 2 階建 92.74 （共同生活援助施設）

2 階

59.62

(152.36)

木造亜鉛メッキ鋼板ぶ 1 25.10 グループホーム『したまち』

き平家建 （共同生活援助施設）物置

秋田県鹿角市十和田毛 木造亜鉛メッキ鋼板葺 1 1 階 グループホーム『こすもす』

馬内字曹洞下タ 11 番 2 階建 183.44 （共同生活援助施設）
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地 1、4 番地 39 2 階

75.94

(259.38)

木造亜鉛メッキ鋼板ぶ 1 1 階 グループホーム『こすもす』

き 2 階建 39.74 （共同生活援助施設）車庫

2 階 ・物置

13.24

(52.98)

秋田県鹿角市十和田毛 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 224.76 小規模多機能型居宅介護事

馬内字毛馬内 20 番地 き平家建 業所たぐちさんの家

土蔵造亜鉛メッキ鋼板 1 1 階 小規模多機能型居宅介護事

ぶき・合金メッキ鋼板 97.51 業所たぐちさんの家 倉庫

ぶき 2 階建 2 階

37.37

(134.88)

秋田県鹿角市八幡平字 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 1,306.12 地域密着型介護老人福祉施

長嶺前田 16 番地 1、15 き平家建 設入所者生活介護事業所

番地 3 鹿南の郷

木造合金メッキ鋼板ぶ 1 6.62 地域密着型介護老人福祉施

き平家建 設入所者生活介護事業所

鹿南の郷 機械室

秋田県大館市清水一丁 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 1 階 「地域生活支援拠点おおだ

目 1 番地 2、114 番地 き 2 階建 476.74 て」ケアワークおおだて（多

29、114 番地 58、145 2 階 機能型事業所）、グループ

番地 278.17 ホーム『シオン』（共同生

(754.91) 活援助施設）

木造合金メッキ鋼板ぶ 1 297.47 グループホーム『ミズキ』

き平家建 （共同生活援助施設）

木造合金メッキ鋼板ぶ 1 303.52 グループホーム『スミレ』

き平家建 （共同生活援助施設）

秋田県鹿角市八幡平字 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 1 1 階 はなわワークセンター（多

玉内下 2 番地 2 ぶき 2 階建 607.80 機能型事業所）

2 階

27.75

（635.55）

軽量鉄骨造亜鉛メッキ 1 92.74 はなわワークセンター（多

鋼板ぶき平家建 機能型事業所）倉庫
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秋田県大館市泉町 14 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 1 階 多機能型事業所ぱすてる・

番地、15 番地 10、15 き 2 階建 494.24 グループホームきゃんばす

番地 11 2 階

483.46

（977.70）

秋田県鹿角市十和田 木造合金メッキ鋼板ぶ 1 89.43 『錦木ワークセンター』（障

錦木字下屋布 17 番地 き平家建 害者支援施設）休憩所

2
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土地の部

所 在 地 目 筆数 地積(㎡) 用 途

秋田県鹿角市花輪字案内 58 番 8 宅地 1 8,105.48 東山学園敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 63 番 1 宅地 1 2,177.00 東山学園敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 90 番 1 宅地 1 6,532.26 和光園敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 90 番 2 畑 1 2.56 和光園敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 90 番 3 畑 1 76 和光園敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 90 番 4 畑 1 29 和光園敷地

秋田県鹿角市花輪字古館 27 番 1 宅地 1 888.11 和光園敷地

秋田県鹿角市花輪字古館 27 番 3 田 1 7.63 和光園敷地

秋田県鹿角市花輪字古館 27 番 4 田 1 6.25 和光園敷地

秋田県鹿角市花輪字古館 28 番 1 宅地 1 974.98 和光園敷地

秋田県鹿角市花輪字古館 28 番 3 畑 1 64 和光園敷地

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字野月 28 畑 1 2,663.00 鹿角苑敷地

番 1

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字野月 27 畑 1 1,345.00 鹿角苑敷地

番 2
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秋田県鹿角郡小坂町荒谷字野月 29 畑 1 1,053.00 鹿角苑敷地

番 1

秋田県鹿角市十和田錦木字下野添 宅地 1 825.83 グループホーム『けふの郷』

20 番 3 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字野月 27 山林 1 2,000.00 鹿角苑自立訓練用地

番 5

秋田県鹿角市十和田錦木字下野添 8 宅地 1 241.00 就労センター悠遊工房敷地

番 5

秋田県鹿角市十和田錦木字下野添 9 宅地 1 2,542.68 就労センター悠遊工房敷地

番

秋田県鹿角市十和田毛馬内字弁天崎 宅地 1 247.47 グループホーム『ハンズ、

44 番 5 クローバー』（共同生活援

助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字弁天崎 宅地 1 290.87 グループホーム『ハンズ、

44 番 6 クローバー』（共同生活援

助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字弁天崎 宅地 1 217.09 グループホーム『ハンズ、

44 番 16 クローバー』（共同生活援

助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字弁天崎 宅地 1 214.88 グループホーム『ハンズ、

44 番 18 クローバー』（共同生活援

助施設）敷地

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平 宅地 1 3,499.60 小坂コミュニティエリア敷

23 番 1 地

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平 公衆用道 1 573.00 小坂コミュニティエリア敷

23 番 4 路 地

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平 宅地 1 154.07 小坂コミュニティエリア敷

23 番 5 地

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 747 錦木ワークセンター敷地

17 番 1
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秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 宅地 1 342.00 錦木ワークセンター敷地

17 番 2

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,141 錦木ワークセンター敷地

18 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 948 錦木ワークセンター敷地

19 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 932 錦木ワークセンター敷地

20 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,174 錦木ワークセンター敷地

21 番 1

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 宅地 1 220 錦木ワークセンター敷地

21 番 2

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,187 錦木ワークセンター敷地

22 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,025 錦木ワークセンター敷地

23 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,296 錦木ワークセンター敷地

24 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,889 錦木ワークセンター敷地

25 番 1

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 宅地 1 300 錦木ワークセンター敷地

25 番 2

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 雑種地 1 37 錦木ワークセンター敷地

25 番 3

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 雑種地 1 13 錦木ワークセンター敷地

25 番 4
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秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 853 錦木ワークセンター敷地

25 番 5

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,514 錦木ワークセンター敷地

26 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 456 錦木ワークセンター敷地

27 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 204 錦木ワークセンター敷地

28 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 186 錦木ワークセンター敷地

29 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 2,017 錦木ワークセンター敷地

32 番

秋田県鹿角市花輪字案内 61 番 1 山林 1 1,343 東山学園事業用敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 70 番 1 山林 1 3,692 東山学園事業用敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 70 番 3 山林 1 248 東山学園事業用敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 71 番 山林 1 1,120 東山学園事業用敷地

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館 宅地 1 436.70 グループホーム『一本杉住

8 番 8 宅』（共同生活援助施設）

敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字下野添 8 宅地 1 1,909.00 就労センター悠遊工房敷地

番 4

秋田県鹿角市花輪字案内 66 番 1 山林 1 1,836 東山学園事業用敷地

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平 宅地 1 318.29 小坂コミュニティエリア敷

24 番 5 地

秋田県鹿角市花輪字上花輪 139 番 1 宅地 1 1,390.73 はなわまちなかエリア敷地
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秋田県鹿角市花輪字案内 67 番 1 宅地 1 593.00 東山学園児童拠点敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 69 番 1 宅地 1 2,233.00 東山学園児童拠点敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内 宅地 1 380.00 けまないらくらくエリア敷

59 番 1 地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内 宅地 1 477.00 けまないらくらくエリア敷

61 番 地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内 宅地 1 1,187.60 けまないらくらくエリア敷

62 番 1 地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内 宅地 1 766.54 けまないらくらくエリア敷

65 番 地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内 宅地 1 292.06 けまないらくらくエリア敷

66 番 地

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 503 錦木ワークセンター敷地

41 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,080 錦木ワークセンター敷地

42 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,542 錦木ワークセンター敷地

61 番

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大石平 田 1 973 多機能型こさかわいわいセ

24 番 1 ンター作業用敷地

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大石平 田 1 2,823 多機能型こさかわいわいセ

25 番 ンター作業用敷地

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大石平 畑 1 217 多機能型こさかわいわいセ

54 番 ンター作業用敷地

秋田県鹿角市十和田大湯字前川原 宅地 1 1,685.95 グループホーム『ふきのと

37 番 う』（共同生活援助施設）

敷地

秋田県鹿角市十和田大湯字前川原 宅地 1 175.20 グループホーム『ふきのと

38 番 1 う』（共同生活援助施設）

敷地

秋田県鹿角市花輪字上花輪 141 番 3 宅地 1 361.57 東恵園地域生活支援センタ

ー事業用敷地
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秋田県鹿角市十和田錦木字下大堰添 田 1 3,097 錦木ワークセンター作業用

11 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字中野添 田 1 3,042 錦木ワークセンター作業用

45 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字中野添 田 1 3,060 錦木ワークセンター作業用

46 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字中野添 田 1 1,843 錦木ワークセンター作業用

47 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字稲荷平 畑 1 2,085 錦木ワークセンター作業用

12 番 2 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字稲荷平 畑 1 1,000 錦木ワークセンター作業用

131 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字稲荷平 畑 1 1,077 錦木ワークセンター作業用

151 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字上ノ平 畑 1 4,090 錦木ワークセンター作業用

23 番 1 敷地

秋田県鹿角市花輪字新田町 19 番 宅地 1 376.18 グループホーム『ひかり』

（共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字下小路 宅地 1 624.79 グループホーム『ひこうき

54 番 2 雲』（共同生活援助施設）

敷地

秋田県鹿角市花輪字八正寺 104 番 宅地 1 332.93 グループホーム『赤とんぼ』

11 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字大石平 田 1 2,984.00 錦木ワークセンター作業用

43 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字大石平 田 1 3,054.00 錦木ワークセンター作業用

44 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字大石平 田 1 2,139.00 錦木ワークセンター作業用

45 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字大石平 田 1 2,122.00 錦木ワークセンター作業用

46 番 敷地

秋田県鹿角市花輪字案内 68 番 1 原野 1 518.00 東山学園児童拠点区分敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 2,201.00 錦木ワークセンター作業用

54 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 2,061.00 錦木ワークセンター作業用

56 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字上大堰添 田 1 1,542.00 錦木ワークセンター作業用

7 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字上大堰添 田 1 1,810.00 錦木ワークセンター作業用
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8 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字上田面 田 1 3,127.00 錦木ワークセンター作業用

21 番 敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字上田面 田 1 2,801.00 錦木ワークセンター作業用

22 番 敷地

秋田県鹿角市花輪字間瀬川 11 番 田 1 2,716.00 錦木ワークセンター作業用

敷地

秋田県鹿角市花輪字間瀬川 12 番 田 1 3,163.00 錦木ワークセンター作業用

敷地

秋田県鹿角市花輪字福士 190 番 3 雑種地 1 160.00 東恵園事業用敷地

秋田県鹿角市花輪字福士 190 番 6 雑種地 1 544.00 東恵園事業用敷地

秋田県鹿角市花輪字福士 191 番 9 雑種地 1 11.00 東恵園事業用敷地

秋田県鹿角市花輪字福士 192 番 12 雑種地 1 12.00 東恵園事業用敷地

秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈 宅地 1 604.48 グループホーム『新町住宅』

11 番 20 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市花輪字合ノ野 42 番 宅地 1 370.00 グループホーム『あさひ』

（共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市花輪字合ノ野 43 番 宅地 1 413.00 グループホーム『あさひ』

（共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字上川原 宅地 1 740.49 グループホーム『あおぞら』

16 番 1 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字上川原 宅地 1 386.00 グループホーム『あおぞら』

16 番 2 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市花輪字下タ町 112 番 宅地 1 346.81 グループホーム『したまち』

11 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字曹洞下 宅地 1 362.69 グループホーム『こすもす』

タ 11 番 1 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字曹洞下 宅地 1 132.95 グループホーム『こすもす』

タ 4 番 39 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字曹洞下 雑種地 1 65.00 グループホーム『こすもす』

タ 4 番 40 （共同生活援助施設）敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内 宅地 1 966.63 小規模多機能型居宅介護事

20 番 業所たぐちさんの家敷地

秋田県鹿角市十和田毛馬内字城ノ下 宅地 1 196.07 小規模多機能型居宅介護事

96 番 3 業所たぐちさんの家敷地

秋田県鹿角市八幡平字長嶺前田 15 宅地 1 1,431.00 地域密着型介護老人福祉施
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番 3 設入所者生活介護事業所

鹿南の郷敷地

秋田県鹿角市八幡平字長嶺前田 16 宅地 1 1,985.00 地域密着型介護老人福祉施

番 1 設入所者生活介護事業所

鹿南の郷敷地

秋田県大館市清水一丁目 1 番 2 宅地 1 2,229.14 地域生活支援拠点おおだて

敷地

秋田県大館市清水一丁目 114 番 29 宅地 1 14.32 地域生活支援拠点おおだて

敷地

秋田県大館市清水一丁目 114 番 58 宅地 1 356.91 地域生活支援拠点おおだて

敷地

秋田県大館市清水一丁目 145 番 宅地 1 7.92 地域生活支援拠点おおだて

敷地

秋田県鹿角市八幡平字玉内下 2 番 2 宅地 1 2,650.61 はなわワークセンター（多

機能型事業所）敷地

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,127 錦木ワークセンター敷地

35 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,971 錦木ワークセンター敷地

38 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,206 錦木ワークセンター敷地

43 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,172 錦木ワークセンター敷地

45 番

秋田県鹿角市十和田錦木字下屋布 畑 1 1,258 錦木ワークセンター敷地

51 番

秋田県大館市泉町 14 番 宅地 1 463.54 多機能型事業所ぱすてる・

グループホームきゃんばす

敷地

秋田県大館市泉町 15 番 10 宅地 1 199.04 多機能型事業所ぱすてる・

グループホームきゃんばす

敷地

秋田県大館市泉町 15 番 11 宅地 1 172.12 多機能型事業所ぱすてる・

グループホームきゃんばす

敷地
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